
基地の一部返還を求める意見書 

 

所沢市は「基地全面返還は市民の願い」をスローガンに５０年間基地対策協議会とと

もに基地の全面返還運動を続けてきたところである。 

その結果、東西連絡道路の返還を含め今まで基地の７割が返還された経過がある。 

しかし、その一方では横田基地における外周道路切り替えに伴う土砂の搬入によって、

市議会でも中止の意見書を国に要請したにも関わらず、基地の南西部には大量の土砂

が山積みにされている。このような状況から、現在の基地南側は米軍も使用していないも

のと推測するものである。 

日米地位協定第二条第三号によると「この協定の目的のため必要でなくなった時は、

いつでも日本国に返還しなければならない」と規定されている。 

また米軍は、「土砂置き場について通信施設を維持することに必要な場所」との見解

を示している。「通信施設を維持する」とは、アンテナの通信に障害となる施設が建設さ

れることなく、電波が干渉しない区域のまま維持する事と考えられるが、市が基地のアン

テナの運用に影響を与えないような利用形態を検討するのであれば通信施設の基地機

能を維持しつつ、市への返還は可能と考える。 

よって、当該搬入区域を含めた未利用地についてはすみやかな返還を求めるもので

ある。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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